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平成２３年４月１１日 

各      位 

会 社 名  株式会社セイクレスト 

代表者名  代表取締役 青木 勝稔 

       （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８９００） 

問合せ先  専務取締役経営管理本部長 井上 晃章 

電  話  ０６－６２６４－７０７７ 

 

（追加・訂正）公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関する 

お知らせの一部追加・訂正について 

 

当社が、平成 23 年３月４日付で公表いたしました「公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関す

るお知らせ」において、一部追加・訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、追加・訂正箇所には、＿線を付して表示しております。 

 

記 

（訂正前） 

５. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

当社は、平成 23 年３月期第３四半期にかかる四半期報告書の提出ならびに平成 23 年３月期第３四半期決

算短信の発表を平成 23 年２月 14 日に実施する予定でしたが、当社と明誠監査法人の間で見解の相違が発生

したことにより、期限である平成 23 年２月 14 日に当該資料の提出ができませんでした。これにより、現在

当社株式は株式会社大阪証券取引所から監理銘柄（確認中）に指定されております。 

その後、同監査法人と引き続き協議を続けて参りましたが、同監査法人が依頼する監査上必要な資料等に

ついて当社が現状用意できていない状況等を鑑み、当社より同監査法人に対して監査契約解除の申入れを行

い、その結果監査契約を合意解除いたしました。そのため、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な

監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、当社の現在の状況や今後の経営計画に対する理解など

を総合的に判断し、公認会計士赤坂事務所並びに萩原公認会計士事務所を一時会計監査人に選任し、就任の

応諾をいただいております。 

なお、明誠監査法人からは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨、確約をいただいて

おります。  

 

６. ５の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見 

該当事項はありません。 
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（訂正後） 

５. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

当社は、平成 23 年３月期第３四半期にかかる四半期報告書の提出ならびに平成 23 年３月期第３四半期決

算短信の発表を平成 23 年２月 14 日に実施する予定でしたが、当社と明誠監査法人の間で見解の相違が発生

したことにより、期限である平成 23 年２月 14 日に当該資料の提出ができませんでした。これにより、現在

当社株式は株式会社大阪証券取引所から監理銘柄（確認中）に指定されております。 

当該資料の内容は、事業計画及び資金計画等の継続企業の前提に係る資料及び当社の振出した約束手形等

（約束手形及び小切手）に係る資料であります。当該約束手形等に係る資料の提出による簿外債務が存在し

ないことの立証に係る見解及び当該約束手形等の振出しが今後の当社の財政状態及び資金計画に与える影響

についての見解の相違がありました。 

明誠監査法人は、手形管理台帳の提出及び振出した約束手形等の使途についての合理的な根拠資料及び説

明を求めておりました。また、約束手形等の振出に係る内部統制システムにつきまして、当該内部統制シス

テムが有効に機能していない可能性につきましても指摘されておりました。 

当社は、資金繰り状況の悪化に伴う資金調達を、約束手形等を担保として差入れることにより借入れを行

う方法により行っておりましたが、当該調達には、当該担保として差入れる約束手形等が真正なものである

ことの証明が必要とされたことに伴い、借入予定先及び仲介者に対し、借入希望金額又は借入予定金額相当

額の約束手形等を振出した上で、資金調達に係る交渉を行っておりました。また、一部の約束手形等につき

ましては、借入条件等が未定であるため、振出日及び支払期日等が空白の状態で振出されておりました。し

かしながら、当該交渉過程の約束手形等に係る金銭消費貸借契約書は当然に存在せず、当社の資金繰り状況

を鑑み、交渉過程にある当該約束手形等の回収は困難な状況でありました。 

また、簿外債務が存在しないことの立証に際しても、金銭消費貸借契約書及び入金証憑等の借入実績が必

要であり、当該約束手形の振出しに係る合理性の説明の観点以外からも、実質的に回収及び破棄を行わずに、

立証することが難しい状況となっておりました。 

約束手形等の振出等に係る内部統制システムの有効性につきましては、明誠監査法人の指摘を受け、約束

手形等の保管及び振出に係る相互牽制等が有効に機能していない可能性があると認識し、当社では、当該内

部統制システムの瑕疵の可能性を完全に排除するための、新たな内部統制システムの再構築を検討しており

ました。 

このような状況の中、当社は、振出した約束手形等の合理的な使途を説明するための資料及び当該資料を

用意できない一部の約束手形等の回収並びに、当該資料及び回収を基礎として作成すべき手形管理台帳を、

法定提出期限までに四半期報告書を提出することが可能であると合理的に考えられる期限までに提出するこ

とができませんでした。また、当該手形管理台帳を基礎資料の一部とする事業計画及び資金計画につきまし

ても、当該資料の基礎となる手形管理台帳を提出できないことに伴い、提出できませんでした。内部統制シ

ステムの再構築案の策定に時間を要し、当該再構築案につきましても、提示することができませんでした。 

その後、同監査法人と引き続き協議を続けて参りましたが、同監査法人が依頼する監査上必要な資料等に

ついて当社が現状用意できていない状況等を鑑み、当社より同監査法人に対して監査契約解除の申入れを行

い、その結果監査契約を合意解除いたしました。そのため、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な

監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、当社の現在の状況や今後の経営計画に対する理解など

を総合的に判断し、公認会計士赤坂事務所並びに萩原公認会計士事務所を一時会計監査人に選任し、就任の

応諾をいただいております。 
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なお、明誠監査法人からは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨、確約をいただいて

おります。  

 

６. ５の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見 

当該記載内容について、特段の意見はない旨の確認をしております。  

 

 

以   上 


